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タブレットの利用について 

□■ 児童生徒・保護者のみなさまへ ■□ 

 

鳩ヶ谷
は と が や

小
しょう

タブレット 使用
し よ う

のきまり 

 

１ はじめに 

タブレットはみなさんの学習
がくしゅう

に役立
やくだ

てるために川口市
か わ ぐ ち し

から貸
か

し出
だ

されたものです。

上手
じょうず

に使
つか

うことで授 業
じゅぎょう

での学
まな

びをより深
ふか

めることができます。そこで、 

『鳩ヶ谷
は と が や

小
しょう

タブレット 使用
しよ う

のきまり』
」

を定
さだ

めました。きまりを守
まも

り、タブレットを「
を

安心
あんしん

・

安 全
あんぜん

・適切
てきせつ

」に活用
かつよう

していきましょう。 
 

２ 使用上
しようじょう

の注意
ちゅうい

 

・先生
せんせい

が許可
き ょ か

した時間
じ か ん

や活動
かつどう

・場所
ば し ょ

のみで使用
し よ う

します。 

・タブレットを使用
し よ う

するときは、姿勢
し せ い

をよくし、目
め

を画面
が め ん

に近
ちか

づけすぎないようにします。 

・タブレットはていねいに扱
あつか

い、落
お

としたり、水
みず

にぬらしたり、重
おも

たいものを上
うえ

にのせたり 

してはいけません。 

・タブレットを持
も

ったまま走
はし

ると転
ころ

んでケガをしたり、落
お

としたりする危険
き け ん

があります。 

落
お

ち着
つ

いて持
も

ち運
はこ

びます。 

  ・タブレットの画面
が め ん

をはさみや鉛筆
えんぴつ

など先
さき

のとがったものでこすったり、押
お

したりしては 

いけません。 

  ・タブレットをキーボードから外
はず

したり取
と

り付
つ

けたりするときは、無理
む り

な力
ちから

を加
くわ

えることな

くていねいに扱
あつか

います。 

・校庭
こうてい

で使用
し よ う

する際
さい

は、地面
じ め ん

に置
お

かず、砂
すな

や土
つち

がつかないようにします。 

・使用後
し よ う ご

は、教室
きょうしつ

のタブレット保管庫
ほ か ん こ

または決
き

められた場所
ば し ょ

にしまいます。 

・「故障
こ し ょ う

かな？」と思
おも

われる場合
ば あ い

や、こわれたとき、なくしたときは、 

必
かなら

ず担任
たんにん

の先生
せんせい

に知
し

らせます。 

・タブレットは小学校
しょうがっこう

の卒業
そつぎょう

時
じ

に、学校
がっこう

に返却
へんきゃく

します。大切
たいせつ

に使
つか

いましょう。 

「借
か

りている」ということを忘
わす

れてはいけません。 

 



- 3 - 

 

 

貸与
た い よ

する機器について 
 

□タブレット本体  

□付属品（保護ケース、ACアダプタ・充電コード) 

 

貸与とは…貸し与えること。 

たとえば、図書館（室）の本は１～２週間の貸出を行いますが、タブレットは卒業までを

その貸出期間としています。卒業後は返却することになるので、次に利用する人が気持ち

よく使うことができるように、大切に使って学習してください。 

使
つか

う際
さい

にやってはいけないこと（禁止
き ん し

事項
じ こ う

）＜放課後もふくむ＞ 

トラブルを未然
み ぜ ん

に防
ふせ

ぐため、次
つぎ

のこと（禁止
き ん し

事項
じ こ う

）は絶対
ぜったい

にしません。 

・先生
せんせい

の許可
き ょ か

なく、自分
じぶん

のタブレットを人
ひと

に貸
か

したり、人
ひと

のタブレットを借
か

りたり、操作
そ う さ

したりすること。 

・自分
じ ぶ ん

の ID やパスワードを人
ひと

に教
おし

えること。 

・他人
た に ん

の ID やパスワードを利用
り よ う

して使用
し よ う

すること。 

・自分
じ ぶ ん

の入
はい

っているチームスのチームコードをだれかに教
おし

えること。 

・他
ほか

のクラスのチームに許可
き ょ か

なく入
はい

ること。 

・学校
がっこう

や先生
せんせい

の許可
き ょ か

なく、タブレットの設定
せってい

を変更
へんこう

すること。（アイコンや壁紙
かべがみ

を変
か

えるなど） 

・先生
せんせい

の許可
き ょ か

なく、team内
ない

で投稿
と う こ う

やビデオ会議
か い ぎ

をすること。 

・先生
せんせい

の許可
き ょ か

なく、タブレットを使
つか

って、画像
が ぞ う

や動画
ど う が

を撮影
さつえい

したり、録音
ろくおん

したりすること。 

・先生
せんせい

の許可
き ょ か

なく、学習
がくしゅう

に関係
かんけい

ないサイトを検索
けんさく

し、サイトに接続
せつぞく

すること。 

・タブレットにシールを貼
は

ったり、文字
も じ

や絵
え

などを書
か

いたりすること。 

・人
ひと

が作
つく

った作品
さ くひん

や、人
ひと

の顔
かお

写真
じゃしん

などを本人
ほんにん

やその保護者
ほ ご し ゃ

の許可
き ょ か

なく使用
し よ う

すること。 

・自分
じ ぶ ん

や他人
た に ん

の個人
こ じ ん

情報
じょうほう

（名前
な ま え

や住所
じゅうしょ

、電話番号
でんわばんごう

など）をインターネット上
じょう

にあげ、他人
た に ん

が自由
じ ゆ う

に見られる状態
じょうたい

にすること。 

・会話
かいわ

機能
き の う

で相手
あいて

の心
こころ

を傷
きず

つけたり、相手
あいて

にいやな思
おも

いをさせたりする書
か

き込
こ

みをすること。 

・音声
おんせい

、音楽
おんがく

、画像
が ぞ う

、動画
ど う が

、ソフトウェア、アプリ等
と う

を、学校
がっこう

の許可
き ょ か

なくダウンロードした

り、アップロードしたり、保存
ほ ぞ ん

すること。（アイコンや壁紙
かべがみ

に使用
し よ う

すること） 

・メールの登録
と う ろ く

、ファイルの配信
はいしん

等
と う

を行
おこな

うこと。 

・Facebook
ふぇ いすぶっ く

、LINE
ら い ん

など、 S N S
えすえぬえす

の登録
と う ろ く

を行うこと 。 

・課金
か き ん

の伴
ともな

うサービスを利用
り よ う

すること。 

・学校外
がっこうがい

などから持
も

ち込
こ

んだデータを、本体
ほんたい

のメモリーや、記録
き ろ く

メディアに保存
ほ ぞ ん

すること。 

・学校
がっこう

のネットワーク環境
かんきょう

の不正
ふ せ い

利用
り よ う

やシステム障害
しょうがい

などにつながる行為
こ う い

をすること。 

・先生
せんせい

の許可
き ょ か

なくネットにある無料
むりょう

ゲームをすること。（人
ひと

が作った
つ く っ た

スクラッチもふくむ） 

３ その他
た

 

・この『鳩ヶ谷
はとがや

小
しょう

タブレット 使用
しよ う

のきまり』を守
まも

らなかった場合
ばあい

、タブレットの貸
か

し出
だ

しを停止
ていし

することがあります。  

・「携帯
けいたい

電話
でんわ

、スマートフォン等
とう

を使ってのインターネットの利用
り よ う

について」もお家
う ち

の人と読
よ

み、ルールを守
まも

って使
つか

いましょう。 
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タブレット利用上の注意事項 

タブレットは、川口市立●●●学校の敷地内および家庭での学習に活用していただく情報

機器です。タブレットを活用することで学習効果が高められ、さらにモラルも身につきます。 

社会のリーダーとして活躍するためにも「情報を的確に収集・判断し、分かりやすく表現

する力」を習得し、「情報活用能力・表現力」を養ってほしいと思います。そのためにも以

下の事項を遵守してください。 

□ タブレットは授業のある日にはすぐに使えるように、充電の状況を含め準備しておいて

ください。 

□ タブレットは学習のツール（道具）として利用してください。 

※授業・学習以外での利用は禁止です。 

□ 先生の許可及び指示なく、タブレットでゲーム・動画・音楽等を利用してはいけません。 

□ 自身の ID・パスワードは他人に教えないようにしてください。 

※他人の ID・パスワードでログインすると証拠が残ります。 

□ 校内では、タブレットを学習のために利用してください。利用時間及び利用内容につい

ては、学校で伝えられた約束を守ってください。 

□ カメラ撮影・動画撮影（スクリーンショットを含む）を行うときは、撮影される人の許

可を得てください。 

□ 他人の所有物を無断で撮影しないでください。 

□ 他人の画像・音声・動画・個人情報（名前、住所等）は、本人の同意にかかわらず送信・

公開してはいけません。 

□ 他人のタブレットに、本人の許可なく触れることを禁止します。    

□ タブレットを利用しないときは、タブレットを充電保管庫へ入れるようにしてください。 

※ 盗難防止の対策を常に行ってください。盗難にあった場合には、担任へ報告してく

ださい。 
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０ はじめにお読みいただきたいこと 

１）ネットワーク環境 

川口市では Windowsパソコンの機種を選定しました。本校では【教室、職員室、※

学校ごとに選択した特別教室等を記入】で Wi-Fiによるインターネット接続環境をご

提供していますので、Wi-Fi が整備されている場所であれば、どこでもタブレットを

利用できます。 

  

２）タブレットの充電 

タブレットの充電状況をよく確認しておいてください。充電容量が５０％以下にな

る前に、充電をお願いします。学校には充電保管庫がありますので、充電したいとき

には担任に申し出てください。 

なお、学校へのモバイルバッテリーの持ち込みは禁止しています。 

 

１ 禁止事項 

１）個人の Microsoft IDの利用禁止 

学校が個人に割り当てたタブレット用 IDが Microsoft IDを兼ねるため、それ以外

の Microsoft IDをタブレットで利用することはできません。 

 

２）アプリの削除禁止 

すでにインストールされているアプリを自分で削除してはいけません。 

 

３）アプリのインストール 

アプリのインストールは学校全体で統一して行われます。個人でアプリをインスト

ールすることはできません。（禁止となっています。） 

 

４）学校へ他の情報機器の持ち込み 

学校の許可なく、配付したタブレット以外の情報機器を持ち込むことを禁止します。 

 

５）学習目的以外のサイトの利用禁止 

学習目的以外のサイト（暴力・違法薬物・ギャンブル・ポルノ・インターネットシ

ョッピング・SNS 等）を利用してはいけません。サーバのログ情報を見ると「〇〇さ

んのタブレットが□時□分□秒に△△サイトにアクセスしていた」という情報がすべ

て残っているので、悪質な場合は利用停止となります。 

 

６）本校のセキュリティシステム 

本校では高度なネットワークセキュリティシステムを稼働し、皆さんのタブレット

を不正なウィルスから守っています。これらのシステムを故意に破壊するような行為

を行ってはいけません。 
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８）他人の ID・パスワードの利用禁止 

勝手に他人の ID・パスワードを利用する行為は禁止します。 

 

２ 制限事項 

１）パスワード変更 

原則、初期に設定したパスワードから変更はしません。 

 

２）パスワード忘れ 

自分のパスワードを忘れてしまった場合には、すみやかに担任へお申し出ください。 

 

３）タブレットの貸し借りについて 

タブレットは川口市教育委員会の持ち物です。それを各個人に貸し出しているため、

容易に他人に貸し出すことは禁止します。そのことにより、無用なトラブルを防ぐこ

とができます。 

 

４）保護者によるタブレットや ID等の利用について 

タブレットや ID は学習用として児童生徒に貸し出しているものです。保護者自身

が、児童生徒のタブレット及び ID・パスワードを利用して、パソコン作業、宿題の手

伝いやオンライン会議へ参加すること等は禁止します。 

 

５）アップデートについて 

アップデートは、各自、「更新してシャットダウン」または「更新して再起動」を押

して行ってください。わからない時は先生に相談してください。 

 

６）破損について 

タブレットは精密機械です。必ず保護ケースをつけた状態で使用し、大切に取り扱

ってください。万一破損や紛失等があった場合には、すぐに担任へ申し出てください。 

 

７）電子メール使用について 

児童生徒用タブレットでは、電子(WEB)メールは使えません。 

 

３ 情報モラルに関すること等 

１）インターネットについて 

インターネットの使い方には十分に注意してください。他人を傷つけたり、自分が

傷つけられたりするような操作は行わないようにしてください。 

 

２）機器依存症について 

休校等の緊急時に学校からタブレット持ち帰りの指示があった場合、ご家庭のネッ
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トワークへの接続の判断は保護者の方にお任せいたします。ただし、学校で提示され

た課題やプリント類は、家庭学習の課題で出すことがあり、ネットワークへの接続が

必要となります。 

また、家庭で深夜まで学習以外の操作はしないようにしてください。お困りの場 

合は、遠慮なく担任へお申し出ください。その場合、保護者と相談の上、タブレ 

ットの一時的な回収や使用制限等を検討いたします。 

 

３）タブレット等に貼ってあるシールをはがさないでください。 

学校から持ち帰りの指示があった場合、登校時には毎日鞄（ランドセル・通学バッ 

グ）に入れて校内へお持ちください。テープに書いてある番号で誰のタブレットなの

かを把握しています。 

 

４ よく質問される内容 

１）タブレットをすでに持っているのですが、これを学校で使っても良いですか？ 

ネットワーク保護の観点より、持ち込まれたタブレット等の情報機器は校内ネット

ワークに接続できない仕様となっています。以上の観点より現在所有されているタブ

レット等のお持ち込みはできません。 

 

２）卒業後はそのまま使ってもよいですか？ 

このタブレットは、川口市教育委員会が所有するものです。卒業時に速やかに返却

をお願いします。また、次の新入生が使いますので、丁寧に使ってください。返却は、

『タブレットの本体、ACアダプタ・充電コード、保護ケース』の一式をお願いします。

また作成したデータの削除も併せてお願いいたします。 

 

３）辞書は必要ですか？ 

タブレットを使ってインターネットに接続すれば、言葉の意味は調べられます。特

に辞書が必要ないという児童生徒もいるでしょう。しかし、言葉を覚える観点から考

えて、辞書等を引く習慣を身につけておくことが望ましいでしょう。 

 

４）家庭で使用しているネットワークに接続できますか？ 

タブレットは校内にいる間は自動で校内ネットワークに接続されます。また、家庭

においても、Wi-Fi環境の設定を行えば利用可能です。 
 

５）破損や紛失した場合はどうすればよいですか？ 

タブレットが破損、紛失した場合は学校の先生に報告してください。なお、通常の

利用範囲での破損であれば、原則、費用負担いただくことはありませんが、故意に破

損させた（端末をたたきつける等）場合や端末を売却した（オークションサイト等で

売却する等）場合等、明らかに使用者が弁償すべきと考えられる場合や紛失した場合

については、利用者が費用負担するものとします。 


